
登録事項等についての説明（高齢者住まい法第17条関係）

令和 年 月 日

登録事項等についての説明

貸主（甲）住所横浜市南区大岡5-13-15

氏名 社会福祉法人横浜大陽会
理事長島村和子 印

代理人住所
氏名 印

サービス付き高齢者1hlけ住宅への入居に係る契約を締結するに当たり、高齢者の居住の安定確保に関する法律
第17条に拮づき、以下の事項について、書面を交付して説明します。

1.サービス付き高齢者向け住宅の名称及び所在地

（ふりがな） サブイエかみおおおか
住宅の名称

.........................................・．，．.......、．．，．．．．．．．．．．．．．．．...............、．．，．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．，．．．，．，．．，．．．．．．．．．.......................................................,...................................

サティエ上大岡

所在地 （住居表示）横浜市南区大岡 5-14-18

■ 1．電車（京浜急行・市営地下鉄線 上大岡駅から 徒歩 で 5分）
利用交通手段

□ 2その他（ ） 

住宅に関する
■ 1．所有権 □2.賃借権 □3.使用貸借による権利

権原
期間 年 月 日から 年 月 日まで

施設に関する
■ 1．所有権 □2.賃借権 □3.使用貸借による権利

権原
年 日から 年 月 日まで期間 月

敷地に関する
■ 1．所有権 □2.賃借権 □3.賃借権 □4.使用貸借による権利

権原
期間 年 月 日から 年 月 日まで

（注）住居表ホが決まっていない場合には、地名地番を記載すること。

2.サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者

法人・個人の別 ■法人 □個人

商号、名称
（ふりがな） しやかいふくしほうじんよこはまたいようかい.........................................................................................................................................ヽ●●．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．，．．．．．．．．．．．．．．コ・・．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．

又は氏名 社会福祉法人横浜大陽会

（郵便番号 232-0061 ） 
住所

横浜市南区大岡5-13-15（法人にあっては
主たる事務所）

電話番号 045-742-0625

法人の役員 別添 1 のとおり

（ふりがな）.........................................................................................................................................、,....................................................................................

商号、名称、又は氏名

法定代理人
（末成年の個人 住所（法人に （郵便番号 ） 
である場合） あっては主

たる事務所
の所在地）



3.サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所

（ふりがな） しやかいふくしほうじんよこはまたいようかい
事務所の名称

，．．冒，．．，，．．．，．．．．，．．．，．．99 9 9 9,.,...,....,.......,...,.,..,. 9 9 9,.,...,.........,.. 9 9 9 9..,...,....,.,.. 9 9 ● ●.'.................. ""...'..、,..........,...,,...,.,.....,,.,.,,.,.,..9 9,.,..,.,.,....,.,........,.,,..,....,. • • •噸• • 9 

社会福祉法人横浜大陽会

（郵便番号 232-0061 ） 

事務所の所在地 横浜市南区大岡5-13-15

電話番号 045-742-0625

4.サービス付き高齢者向け住宅の戸数、規模並びに構造及び設備

住宅戸数 登録申請対象戸数 13戸

居住部分の （最小）
規模

25.00 可

（最大） 25.20 m2 詳細については、別添 2 のとおり

共同利用設備 口あり 1111なし
構造及び設備

構造 軽量鉄骨 造 階数 階建2 

竣工の年月 2015 年 9月 30日

lilll登録基準に適合している
加齢対応構造

1111エレベーターを備えている
等

lill緊急通報装置を備えている

5.サービス付き高齢者向け住宅の入居契約、入居者資格及び入居開始時期（居住の用に供する前である場合）

入居契約の別 II賃貸借契約 口その他

入居契約が賃貸
借契約でない場
合には、その旨

終身賃貸事業者
口法第52条の認可を受けているの事業の認可

次の①に該当する者である。

入居者の資格
①単身高齢者世帯

• （「高齢者」とは、 60歳以上の者又は要介謹認定若しくは要支援認定を受けている60歳未満
の者をいう。）

入居契約の
別添入居契約書のとおり内容

※以下は、入居の用に供する前である場合に限り記入すること。

I入居開始時期| 2015 年 10月 1日から

6.サービス付き高齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サービス及び入居者から受領する金銭

サービスの種類 提供形態 提供の対価（概算・月額）

状況把握

生活相談
11111 自ら 口委託 約 38,500 円

詳細について高齢者生活支
食事の提供 口提供しない援サービス Ill 自ら 口委託 約 60,000円 は、

入浴等の介護 口自ら 口委託 111提供しない 約 円 別添 3 



調理等の家事 口自ら 口委託 ■提供しない 約 円 のとおり

健康の維持増進 口自ら 口委託 ■提供しない 約 円

その他 口自ら 口委託 口提供しない 約 円

家賃の概算額
（最低） 約 80,000 円

住戸ごとの内容は別添 2 のとおり
（最高） 約 80,000 円

共益賛の概算額
（最低） 約 15,000 円

（最高） 約 15,000 円

敷金の概算額
（最低） 約 160,000 円

家賃の 2 月分
（最高） 約 160,000 円

前払金※の有無 口あり IIなし

水道光熱費の
各自直接契約

支払方法

家賃等の前払
（最低） 約 円 （最高） 約 円

金の概算額

家賃等の前払 家賃

金の算定の韮
サービス提供

礎
の対価

返還額の算定
方法

家賃等の前払
金の返還債務

年 月 日まで
が消滅するま
での期間

家賃等の前払
金の返還額の （※原則として入居契約に定めた契約の始期を起算日とする。）
推移

前払金の保全 口銀行による債務の保証 口信託会社等による元本補てん又は信託

措置の内容 口保険事業者による保証保険 □その他（ ） 

特定施設入居 口指定を受けている 事業所の番号（ ） 
者生活介護事

II指定を受ける予定はない業者

地域密着型特 口指定を受けている
定施設入居者
生活介護事業 II指定を受けていない

介護予防特定 口指定を受けている
施設人居者生
活介護事業所 ■指定を受けていない

介護サービス
（特定施設入居者生活介護事業者、地域密着型特定施設入居者生活介護事業書若しくは介護
予防特定施設入居者生活介護事業所の指定を受けている場合には、別紙により、 介護保険法

情報
第115条の35第1項に規定する介護サービス情報を示す。）

※前払金とほ、終身又は入居契約の期間にわたって受領すべき家賃等の全部又は一部を一括して受領する場合をい
う。

7.サービス付き高齢者向け住宅の管理の方法等

管理の方式 I■自ら管理
委託する業務
の内容
（契約事項）

口管理業務を委託



管理業務の委託先

（ふりがな）
商号、名称 ....、..............,.........................,..................,..,.................................、.............,.,..............,..,.........,.....,......................................................................、

又は氏名

（郵便番号 ） 
住 所

争卓ニィ：．面と 9ロ..J 

計画策定の有無 口あり Illなし

修繕計画 大規模修繕の実施予定 （ 頃実施予定 ） 

その他計画的な修繕予定 （ ） 

計画策定の
口あり 1111なし

有無

大規模修繕の
頃実施予定実施予定

そなの修他繕計予画定的

登録の更新の
入居者の数申請の日前一

年間における入
居者の数及び 退去者の数
退去者の数

※登録の更新の申請の日前一年間における入居者の数及び退去者の数は、法第5条第2項の登録の更新の申請
をする場合に限り記入する。

8.サービス付き高齢者向け住宅と併設される高齢者居宅生活支援事業を行う施設（該当する場合のみ）

施設の名称 提供されるサービスの概要 事業所の番号 事業所の場所

口同一の建築物内

居宅介護支援センター白朋苑 ケアプランの作成、相談 1470500057 □同一の敷地内
Ill隣接する土地

□同一の建築物内
訪問介護ステーション白朋苑 訪問介護（ヘルパー派遣） 1470502657 □同一の敷地内

111隣接する土地

口同一の建築物内

特別養護老人ホーム白朋苑 ショートステイ、デイサービス 1470500198 □同一の敷地内
1111隣接する土地

口同一の建築物内

おひさまネット24 定期巡回サービス、夜間対応型訪問介護 1490500327 □同一の敷地内
1111隣接する土地

口同一の建築物内

真珠のかがやき 小規模多機能型居宅介護 1490500012 □同一の敷地内
1111隣接する土地

........ 

（注）高齢者居宅生活支援事業について、老入福祉法等関連法令に基づく事業所の指定を受けている場合にあっては、
「事業所の番号」を記入すること

9，高齢者居宅生活支援事業を行う者との連携及び協力（該当する場合のみ）

連携又は協力の相手方

（ふりがな）
事業所の名称

,..........................................................................................................................、,..........................................."""'"'"'""""""""'""'"'"""'"""""'

（郵便番号

事業所の住所



王］
10．保健医療サービスを提供する体制に関する事項

保険医療サービ
スを提供する体
制に関する事項

※保健医療サービスを提供する場合に限り記入する事

11．運営方針

別添4のとおり

電話番号

12.登録の申請が基本方針（及び高齢者居住安定確保計画）に照らして適切なものである旨

基本方針及び横浜市の高齢者居住安定確保計画に沿って適切に連営します。

上記につきまして、高齢者の居住の安定確保に関する法律第17条に基づく書面による説明を受げました。

令和 年 月日

借主（乙）住所

氏名 印



［別添 l 

役員名簿

（ふりがな）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・、.............l
氏名

しまむらかずこ
島村和子
• • •・眉•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •置•• • • • • • ·．．重..重•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •置·• • • • • ••• • • • • • • • • • • •.. • •．．會ヽ● •ヽ●●...彎●• • ・ • • ・ • • ・ ・ • • ・ • •... • ・ • • ・ • • •置••重．●|理事長

．：口●彎二竺．．．．．．．．．冒…••冒．．．．．．．．·●・.•・・•.●.•.．・•...・置・．・.......●.＇．.“・.•.．．．•• •......・···1言塁馴

まるやましげき•• • • • • • • • •・亀● ••• ·..“·鼻•.,..,..• •眉●··············································································································ヽ...● I 理事

丸山茂喜

おおぬきまさえ• • • • • • •... • • • • • ・......,. •身會●烏•,...,. •・眉•• ・ • •.... • ・ • • ・ • • ・ ・ • ・ • • ・ ・ • • ・ • • ・ ・ •... • ・ •.... • ・... • ・ •... ・ • • • ・ • • ・ ・ • • ・ • • • ・ ・ • ・ ・ • • • ・ • ・ • • • ・ • • ・ • • ・ • • • ・ •....... • ・ ・ • • ·鯵• • l理事
大貰昌江

きくちひであき• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.......,、...• • ・...、....• ・ • • • ・ •・．．．眉●.....、．．，．彎 9 ・.,.....,....,. •菖，．．、．．•・ ・ • • ・ ・ • • ・ • • ・ ・ • • ・ • ・ ・.. ・ • • ・ ・ • • ・ • • ・ ・ • ・ ・ • • ・ ・ • • ·．・·.．•|理事

菊池秀明

かざあなしょうこ••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • •重..置·················································································彎．．•• • • • • • • • • • • • • • • •...... • • • •重...重．．..●|理事

風穴祥子

にしやまこうじろう• • • • • • • • • •.. • • •.... • • • • • • • • • • • • • •.... • • • • • • • •..... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·．．重•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •....,..“· •“.. •ヽル•• ・ • • ・ • • • ・ • • ・ ・ • ・ ·．冒•|監事

西山宏二郎

たちかかずなり
• • • •.,. • 9,., • •＇亀~~:.. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ・・・・1監事
田近和成

役名等

法第6条第1項第3号に該当する者をすべて記載すること。記載しきれないときは、この様式の例により作成した
書面に記載し、その書面をこの書面の次に添付すること。



＇ 

別添 2

住宅の規模並びに構造及び設備等

1.専用部分の規模並びに構造及び設備等

住棟番号 専用部分の 構造及び設備※ 住戸数 住戸番号
床面積 完 便 洗 浴 台 収

（該当するものを全て記載~）(m') 備 所 面 室 所 納 （戸）

l 25.20 

゜゚゜゚゜゚
3 101号室～103号室

------ --------------------- -------------------------

1 25.00 

゜゚゜゚゜゚
3 105号室～107号室

＇ 
-----------..  - ---

l 25.20 

゜゚゜゚゜゚
4 201号室～205号室

＇ 
L____  __________ 

~ ~ 

1 25.00 

゜゚゜゚゜゚
3 206号室～208号室

- ------ ------

~ ~一 ，~・~ ~ ~ ~ ~ ~．~ --------

.. ， ~ー・~ -------------------

月額家賃

（概算額）
(I月）

80,000 
--------------------

80,000 
L---•一—-------•---------------

80,000 
-----------

80,000 
-----------------

.. -------------------

l ~ ~ ~ ~ ー・ —~ L 

＇ 
~ ~ ------------------- - ---------------------

~ ~ ~ ~ ~ -------- .. ------------------- ------------------------

'-…~ ~ ~ --------------

’~— ----------------------1-.. --------------... -----------------------------

------------------------------.. .. ----------------------

----1------ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

注1)住戸の規模並びに設備及び構造のタイプ別にまとめて記載すること。

注2)設備及び構造欄の『完備』は、各戸に便所、洗面、浴室、台所及び収納の全てを備えるものを表す口

※有りの場合は、 0、無しの場合はXを記載すること。完備の場合は、完備を含め全ての欄に0を記載すること。

2. 共同利用設備等

設備等 整備箇所数
合計床面積 整備箇所 想定利用戸数

備考(,rl) （戸）

浴室

台所

食堂

居間

収納設備

注）幣備箇所は、添付図面との対応関係を明確に記載すること。



別添 3

1.状況把握及び生活相談サービスの内容

提供形態 ■サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

委
商号、名称

（ふりがな）
託 ...........................ヽ●● ●．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．....................................................................................................,...................................................、..........

す 又は氏名
る
場 （郵便番号 ） 合 住 所
の （法人にあって
委 は主たる事務所
託 の所在地） 電話番号
先

口医療法人 口指定居宅介護支援事業者

サービスを提供
■社会福祉法人の職員 □指定介護予防サービス事業者

する法人等の別 口指定居宅サービス事業者 口指定介護予防支援事業者

口指定地域粥着型サービス事業者 □上記以外の法人等

口医師 人員 人 □社会福祉士 人員 人

口看護師 人員 人 口介護支援専門員 人員 人

サービスを提供
口准看護師 人員 人 口蓑成研修終了者 人員 1人

する者の人数

口介護福祉士 人員 人 ■上記以外の職員 人員 2人

■同一の敷地内 口隣接する士地

常駐する場所 口近隣する士地

（所在地 ） 

常駐する日 提供日 ■365日対応 □次の期間を除く（
日中 9時 00分 ～ 17時 45分 人員 1人

常駐する時間
人員上記以外の時間 時 ノ刀＼ ～ 時 ノ刀＼ 人

毎日1回以上の
状況把握サービ 毎日 2 回
スの提供方法

ロ入居者から居住部分への訪問を希望する旨を申出があった場合は、当該居住眉宇分への訪問
（近接する
土地に常勤する場合のみ）

常駐する日 00 時 00~24時 00 ノJJ＼ 
提供時間

上記以外の日 • 24時間
緊急通報サービ 通報方法 警備会社に緊急通報

スの内容 通報先 セコム株式会社 I通報先から住宅までの到着予定時間 15分

緊急時における 家庭への連絡・救急車要請•関係機関へ連絡する。
対応の内容

安否確認（1日2回）・設備等の使用説明

生活相談サービ
提供日 ． 365日対応 □その他（ ） スの内容

提供時間 9 時00分～ 17時45分

サービス提供の 月額 約 38,500 円 前払金の
対価（概算額） 則払金 約 0 円 算定方法

備考

※サービス提供の対価を月額で設定していない場合は、 30日間利用した場合の金額を記載すること。



2，食事の提供サービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 Illサービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する
委
商号、名称

（ふりがな）
託 ．．．．．，．．，．．．．．，に•コに•・．．．．．．．，．．．，．．，．．．コ•• ・ • • • ・ •コ．．．．，． 9, ．．，．．，．．．コ 9 • • • • • •ヽ●● ・ • • ·に• •...,...,..,..,.........、..........................,..,冒●............................................................,..................... 
す 又は氏名
る
場

（郵便番号 ） 合 住 所
の （法人にあって
委 は主たる事務所
託 の所在地）

電話番号先

食事提供を行う場所 口食堂 Ill各居住部分 口その他（ ） 

提供日 Ill 365日対応 □次の期間を除く（ ） 

内容 II 3食 ロ入居者が選択 [J次の食事は提供しない（ ） 

調理等 口厨房で調理 111配食サービスを利用 口その他（ ） 
提供方法

1111 応相談入居者の健康状態に合わせた食事対応
口対応なし

入居者の健康状態に合わせた各居室への配食対応 Ill 応相談
口対応なし

月額※ 約 60,000 円 内訳 朝食 400円 昼食 800円 夕食 800円
サービス提供の
対価（概算額）

前払金 約 0 円
前払金の
算定方法

備考

※サービス提供の対価を月額で設定していない場合は、 30日間利用した場合の金額を記載すること。

3.入浴、排せつ、食事等の介護サービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ロサービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

商号、名称
（ふりがな）
冒...................................................、．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．、．．．．．．.............................・.......................................................................................................、,

委 又は氏名
託
す
住所 （郵便番号 ） 

る （法人にあって
場 は主たる事務所
合 の所在地）

電話番号
の
委 住 所 （郵便番号 ） 
託 （法人にあって

先
は本業務に係
る事業所の所
在地） 電話番号

提供日 □365日対応 □その他（ ） 

提供方法 ロ入浴介護 口排せつ介護 口食事介護
内容
口その他 （ ） 

サービス提供の 月額 約 円 前払金の
対価（概算額） 前払金 約 円 算定方法

備考

4.調理、洗濯、清掃等の家事サービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 i □サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する
‘,‘/. 

な
~̀‘" 
ヵ＂
り
~ふ
i
（． 称

名
名
氏、+
号

i

商
又委

託



す
住所

（郵便番号 ） 
る （法人にあって
場 は主たる事務所
ノ口仝、 の所在地） 電話番号
の
委 住 所 （郵便番号 ） 

託 （法人にあって

先
は本業務に係
る事業所の所
在地） 電話番号

提供日 □365日対応 □次の期間を除く（ ） 

提供方法 口調理 口洗濯 口清掃
内容
口その他 （ ） 

サービス提供の 月額 約 円 前払金の

対{llfi（概算額） 前払金 約 円 算定方法

備考

5.健康管理サービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ロサービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

商号、名称
（ふりがな）.....................................................................・..................................、.,..,......•......................................................................................................... 

委 又は氏名
託
す
住所

（郵便番号 ） 
る （法人にあって
場 は主たる事務所
合 の所在地） 電話番号
の
委 住 所 （郵便番号 ） 

託 （注人にあって

先
は本業務に係
る事業所の所
在地） 電話番号

提供H □365日対応 □次の期間を除く（ ） 

提供方法 口健康相談 口血圧等の測定 口定期検診 口通院等の付き添い
内容
口その他 （ ） 

サービス提供の 月額 約 円 前払金の

対価（概算額） 前払金 約 円 算定方法

備考

6.その他のサービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 [Jサ~--ビス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

商号、名称
（ふりがな）...、,...............,..,.,,..,..............................................冒．．．．．．．．．．．．，．．，．．．．．．．．．．．．．，．．，．．．，．．，．．，．．，...................................................................................................

委 又は氏名
託
す
住所

（郵便番号 ） 

る （法人にあって
場 は主たる事務所
合 の所在地） 電話番号
の
委 住 所 （郵便番号 ） 

託 （法人にあって

先
は本業務に係
る事業所の所
在地） 電話番号

提供日 I□365日対応 □次の期間を除く（ ） 



提供方法
内容

サービス提供の 月額 約 円 前払金の
対価（概算額） 前払金 約 円 算定方法

備考



別紙1

サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた有料老人ホーム重要事項説明書

（「登録事項等についての説明」の補足）

作成日 令和6年7月1日

登録番号 浜26(2)020

施設名 サティエ上大岡

「1．サービス付き高齢者向け住宅の名称及び所在地」について

開設年月日 平成 2 7 年 1 0 月 1 日

住宅の管理者氏名※1 管理者 飯田 孝子

電話(045)742-0625

電話番号／ FAX番号 FAX 045(742)3371 

メールアドレス

ホームページアドレス
htt12://hakuhouen.or.,i12/stkamioooka.htmI 

※l 管理者を配置している場合に記入

「2 サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者」について

FAX番号 045 (742) 3371 

ホームページアドレス
http: //WWIV. hakuhouen. or. jp/ 

資本金（基本財産）

主な出資者（出捐者）とその

金額又は比率※2

設立年月日 平成4年12月18日

直近の事業収支決算額※3 （収益） 円 （喘用） 円 （損益） 円

会計監査人との契約 なし•あり（ ） 

特別養護老人ホーム、老人デイサービス事業、老人介護支

援センター、小規模多機能型居宅介護事業、老人居宅介護

等事業、障害福祉サービス事業の経営、居宅介護支援事業

他の主な事業 、地域包括支援センター、地域ケアプラザにおける地域活

動・交流、サービス付高齢者住宅、栄養ケアステーション

、特定福祉用具販売事業、福祉用具賃貸与事業、特定介護

予防福祉用具販売事業、介護予防福祉用具貸与事業

※2 出資（出捐）額の多い順に上位3者の氏名又は名称並びに各出資（出捐）額又は比率を記入。



※3 原則として、収益は売上高十営業外収益、翡用は売上原価十販売費及び～般管理費十営業外費用、

損益は経常利益とする。

「3 サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所」について

FAX番号 045 (742) 3371 

ホームページアドレス
http : //www. hakuhouen. or. jp/ 

「4．サービス付き高齢者向け住宅の戸数、規模並びに構造及び設備」について

建築某準法上の主要用途 寄宿舎 共同住宅 ［有料老人ホームI その他

消火器 なし・屈旦

自動火災報知設備 なし•屈り
火災通報設備 なし•琶可

消防用設備等
スプリンクラー なし・伍可

防火管理者 なし・巳団

防災計画 なし・伍可

緊急通報装置等の種類及び設置箇所

セコム株式会礼 通報システム（押し釦、ペンダント）

緊急通報装置等

緊急連絡・安否確認 安否確認の方法・頻度等

1日1回以上居宅に訪間する。

「5 サービス付き高齢者向け住宅の入居契約、入居者資格及び入居開始時期（居住の用に供す

る前である場合）」について

(1)入居契約の状況等
“口

入居契約書「連梢保証人」条項より
身元引受人等の条件及び義務

第18条 速帯保証人は、乙と連帯して本契約から生じる乙の債
等※4

務の極度額を上限50ガ円までの負担とする。

生活保護受給者の受入れ対応 否・団

人居契約書「契約の解除」条項より

第11条 甲は、乙が次に揚げる義務に違反した場合において、
事業者又は人居者が入居契約

甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわ
を解除する場合の事由及び手

らず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を
続等※5

解除することができる。

ー 第4条第 1項に規定する資料支払義務



二 第5条第 2項に規定する共益贄支払義務

三 第 7 第 3 項に規定する状況把握•生活相談サービス料金

支払義務

四 前条第］項後段に規定する費用負担義務

2 甲は、乙が次に揚げる義務に違反した場合において、甲が

相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず

、その期間内に当該義務が履行されずに当該義務違反により本

契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは

、本契約を解除することができる。

— 第3条に規定する本物件の使用目的厳守義務
二 第9条各項に規定する義務（同条第3項に規定する義務の

うち、別表第 1第六号から第八号までに揚げる行為に係るもの

を除く。）

三 その他本契約書に規定する乙の義務

3 甲は、乙が年齢を偽って人居資格を有すると誤認されるな

どの不正の行為によって本物件に入居したときは、本契約を解

除することができる。

4 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合に

は、その相手方は、なんらかの催告も要せずして、本契約を解

除することができる。

ー 第8条各号の確約に反する事実が判明した場合

― 契約締結後に自ら又は自らの役員が反社会的勢力に該当

することとなった場合

5 甲は、乙が別表第1第六号から第八号までに揚げる行為を

行った場合には、何らかの勧告も要せずして、本契約を解除す

ることができる。

入居契約書「お客様による解約」条項より

（乙からの解約）

第12条 乙は、甲に対して少なくとも30日前に解約の申し入れ

を行うことにより、本契約を解約することができる。

2 前項の規定にかかわらず、乙は、解約申し入れの日から30

H 分の賃料及び状況把握•生活相談サービス料金（本契約の解

約後の賃料相当額及び状況把握•生活相談サービス料金相当額

を含む。）・共益費を甲に支払うことにより、解約申し入れの日

から起算して30日を経過する日までの間、随時に本契約を解約

することができる。

（契約の消滅）

第13条 本契約は、天災、地変、火災その他甲乙双力の責めに



帰さない事由により本物件が滅失した場合には、当然に消滅す

る。

（明渡し）

第14条 乙は、本契約が終了する日までに（第11条の規定に基づ

き本契約が解除された場合にあっては、直ちに）本物件を明渡さ

なければならない。

2 乙は、前項の明渡しするときには、明渡し日を事前に甲に

通知しなければならない。

自宅等 0人

礼会福祉施設 1人

退去先別の人数 医療機関 2人

退―H‘‘II 
死亡者 1人

その他 1人
去年度

者 l 0人
のし
お 事業者側の申し出 （解約事由の例）状け
況る

生前解約の状況
4人

入居者側の申し出 （解約事由の例）

体験入居の期間及び費用負担

笙寸2

※4 人居契約書に身元引受人や後見人等の選任を定めている場合に記入

※5 入居契約の条項に沿って、解除の事由及び手続、予告期間、前払金の返還時期等を正確に記入。

(2)入居状況等 （令和6年7月1日現在）

性別 男性 5 人、女性 5 人

自 ~一L 2 人

（内訳） 要介護 1 3人

要介護2 0人

入居者内訳 介護の 要介護 5 人 要介護3 1人

要否別 要介設4 0人

要介閥5 0人

要支援
（内訳） 要支援 1 2 人

3 人
要支援 2 2 人

平均年齢 79.7 歳（男性 73.0 歳、女性 86.4 歳）

注）介護の要否別及び平均年齢については、入居者数が少ない等の状況により、個人が特定される場合



には、プライバシー保護の観点から記入する必要はない。

「6．サービス付き高齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サービス及び入居者から受領す

る金銭」について

(1)運営に関すること

1. （下記は、外部サービスを利用した場合））
自立した生活が困難になったお客様に対して、心身の状
態に合わせた個別の介護計画を作成し家庭的な環境の
下で食事・入浴・排泄等の日常生活の世話及び心身の機
能訓練等必要なサービスを提供します。
2.可能な限り自立した生活が送れるように自立援助を

運営に関する方針 サービスの悲本としてお客様の意志及び人格を尊重し
お客様の立場に立った適切なサービスの提供に努めま

すC
3.ホーム完結型にならないように関係市町村や他の施
設・団体・ボランティア等の福祉サービスを提供する者
と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努め、
地域を生活圏として社会生活上の便宜を図りますC
自立の方から介護が必要になった方でも地域で安心し

サービスの提供内容に関する特色
て生活が送れるよう様々な福祉サービスが隣接してお
り、適宜、必要に応じてオーダーメイドの介護サ---ビス
をご用意できます。

運営懇談会の開催状況 ※6 

（開催同数、設置者の役職員を除く参
年 1回

加者数、主な議題等）

※6 運営懇談会を設置している場合は記入

(2)苦情等の取り扱い

苦情受付相談窓ll

サティエ上大岡 相談員・責任者・管理者

苦情解決の体制（相談窓口、責任者、連 電話045-315-5987

絡先、第三者機関の連絡先等） 運営指導機関

横浜市健康福祉局高齢施設課 電話 045-671-4117

横浜市建築局住宅 電話 045-671--4]21 

事故発生時の対応（医療機関等との述 事故・体調の急変に生じた場合、家族・かかりつけ医に

携、家族等への連絡方法・説明等） 連絡を行い、速やかに必要な措置を講じます。

事故発生の防止のための指針 なし・屈可

損害賠償（対応方針及び損害保険契約
当事業所が入居者に対して行ったサービスの提供により

損害賠償すべき事故が発生した場合は、加人保険業者と
の概要等）

協議のうえ、損害賠償を速やかに行います。

サービスの提供に伴う事故等が発生し
なし•屈可 ありの場合の保険名（あいおい損保）

た場合の損害賠償保険等への加入



利用者アンケート調査、意見
実施日 運営懇談会年1回

1 あり

箱等利用者の意見等を把握す 結果の開示 叶あり | 2 なし

る取組の状況 2 なし

実施日

l あり 評価機関名称

第三者による評価の実施状況
結果の開示 l あり 2 なし

2 履

(3)医療

名 称 横浜東邦病院

診療科目 内科、整形外科、眼科、皮膚科、泌尿器科

所在地 横浜市港南区最戸1-3-16

距離及び所要時間
400メートル徒歩4分

協力内容

名 称 川原デンタルクリニック

所在地 横浜市磯子区杉田 2-1-7
協力歯科医療機関

距離及び所要時間 京急杉田駅西l]下車徒歩 5分

協力内容

入居者が匡療を要する場合の

対応（入居者の意思確認、医 医療受診が必要な緊急時は、救急車を要請する。

師の判断、医療機関の選定、 訪問診療が可能な在宅医の一覧をお渡しして選択して頂けるよう

費用負担、長期に入院する場 に配慮します。

合の対応等）

(4)職員体制

ア 職種別の職員数等 （ 令和 5年7月 1日現在）

職員数

常勤換算後の 仇闘蘭務巖員仇

人数 うも恥立訛

（時～恩時）
備 考

（最少人数）
（資格・委託等）

従業
管理者

l生活相談員
1 ( ） 

者の
ンヽ

3 ( ］ニ
内訳 直接処遇職員 （ 

1介護職員 （ ） 
l I 



看護職員 （ ） 

機能訓練指導員 （ ） 

理学療法士 （ ） 

作業療法士 （ ） 

その他 （ ） 

計画作成担当者 （ ） 

医師 （ ） 

栄義士 （ ） 

調理員 （ ） 

事務職員 （ ） 

その他職員 （ ） 

合 計 4 ( ） 

介護に関わる職員体制 ※7 以上

注 1)職員数欄の（ ）内は、非常勤職員数で内数。

2)直接処遇職員は、要介護者及び要支援者に対して介護サービスを提供する職員と自立者に対し

て一時的な介護その他日常生活ヒ必要な援助を行う職員を合わせた数とし、また、常勤換算後の

人数において、自立者対応の人数を内数で記入。

なお、特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、記入不要

3)機能訓練指導員及び計画作成担当者が他の職務を兼務している場合は、職員数の人数に※印を

つけるとともに、兼務している職名を備考欄に記入。

4)備考欄には、直接処遇職員や調理員等の委託、看閥職員等の機能訓練指導員兼務、計画作成担当

者の介護支援専門員資格等を記入。

5)状況把握等を行う職員を配置している場合は、生活相談員として記入

※7 特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、記入不要

イ 職員の状況

他の職務との兼務 田あり 2 

① あり
管理者

兼務に係る
資格等

資格等の名称

2 なし

看護職員 介護職員 生活相談員
機能訓練
指導員

なし

計画作成
担当者

常勤
非常
常勤
非常
常勤
非常
常勤
非常
常勤
非常

勤 勤 勤 勤 勤

前年度 1年間の
採用者数

前年度 1年間の
退職者数



喜胃 1年未満 2 

襄に
1年以上靡 1 

し 3年未満
た
3年以上
昌 5年末満
虐 5年以上
に
10年未満応

じ
た 10年以上
職

従業者の健康診断の実施状況 田あり 2 なし

ウ 要介護者・要支援者に対する直接処遇職員体制（特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、

記入不要）

前々年度の平均値 前年度の平均値※11 今年度の平均値※10

要支援者の人数

要介護者の人数

指定基準上の直接処遇職員の

人数※8

配置している直接処遇職員の

人数※9

要支援者・要介護者の

合計人数に対する配置

直接処遇職員の人数の割合

常勤換算方法の考え方※11 常勤職員の週勤務時間 時間で除して算出

介護職員早番 ～ 

日勤 ～ 

遅番 ～ 

夜勤 ～ 
従業者の勤務体制の概要

看誰職員 早番 ～ 

IJ勤 ～ 

遅番 ～ 

夜勤 ～ 

※8 常勤換算後の人数。

※9 常勤換算後の人数。自立者対応の人数を除く。

※10 今年度の平均値は、作成日の前月までの平均値とすること。

※11 「前年度の平均値」及び「常勤換算方法」等については指定居宅サービス等の事業の人員、設

備及び運営に関する碁準（平成 1l年3月3l日原牛省令第37号）等の規応によること



工 状況把握（安否確認）および生活相談サービスに係る職員の資格取得状況

社会福祉士 人（ 人） 医師 人（ 人）

介護福祉士 人（ 人） 看護師 人（ 人）

介護支援専門員 人（ 人） 准看護師 人（ 人）

介護職員実務者研修修了者 人（ 人） 資格なし 2人（ 人）

介護職員初任者研修修r者 1人（ 人）

注1)資格を複数持っている職員がいる場合は、社会福祉士、介護福祉士の順に優先して記入する。

他の資格を持っている職員を（ ）に外数で記入する。

注2)介護職員基礎研修及び各ホームヘルパー研修修了者は、介護職員初任者研修に含めて記入する。

(5)登録事項の情報開示

重要事項説明書の公開 1公開（圃國・写し交付）

入居希望者等 入居契約書の公開 1公開（圃國・写し交付）

への 管理規程の公開 1 公開（囮國・写し交付）
情報開示

財務諸表の公開 1公開（国國・写し交付）

事業収支計画の公開 1公開（圃園・写し交付）

(6)その他

横浜市サービス付

き高齢者向け住宅

＜適合していない事項がある場合の内容＞

整備運営指導指針
に適合していない

事項 ※12 

2 非公開

2 非公開

2 非公開

2 非公開

2 非公開

※12 市の指針上適合していない事項について、指針の 8~14に該当する運営面に関することを記
述すること。なお、代替措置及び改善計画等は、別紙で明記することでも可

●特定施設入居者生活介護に関する事項（該当する場合のみ）

(1)介護を行う場所等

要介護時（認知症を含む）

に介護を行う場所

(2)住み替える場合の条件等



入 居室から一時介護室へ移

を居 る場合（判断基準・手続、追

住後 加費用の要否、居室利用権

みに の取扱い等）

替居

え室 従前の居室から別の居室

る又 ヘ住み替える場合（同上）

場は

合施 提携ホームヘ住み替える

設 場合（同上）

(3)介護保険に係る利用料

介護保険に係る利用料
0特定施設入居者生活介護 (1か月 30日の例）

（適用を受ける場合は
区分 月 額

利用者負担額
(1割の場合／2割の場合）

、市区町村から交付さ 要介護 1 円 円／ 円

れる「介護保険負担割 要介護2 円 円／ 円

合証」に記載された利
要介護3 円 円／ 円

用者負担の割合に応じ
要介護4 円 円／ 円

た額）※13
要介護5 円 円／ 円



介護保険に係る利用料

（適用を受ける場合は、

市区町村から交付され

る「介護保険負担割合

証」に記載された利用

者負担の割合に応じた

額）※13

0各種加算の状況
身体拘束廃止取組の有無
退院・退所時連携加算

入居継続支援加算
生活機能向上速携加算
個別機能訓練加算
夜間看護体制加算

若年性認知症入居者受入加算
医療機関連携加算
口腔衛生管理体制加算
栄養スクリーニング加算

看取り介護加算

認知症専門ケア加算

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算

（減算型・基準型）

（無・有）
（無・有）
（無・有）
（無・有）
（無・有）
（無・有）
（無・有）

（無・有）
（無・有）
（無・有）

（無・有）
(I) 
(II) 

(I)イ

（無・有）
(I)ロ
(II) 

(III) 

I 
II 

（無・有） m 
w 
V 

（無・有）
I 
II 



三方徊fI］冒贔1且額（：三霊誓三 I

各種加算の状況

身体拘束廃止取組の有無 （減算型・基準型）

生活機能向上連携加算 （無・有）
介護保険に係る利用料 個別機能訓練加算 （無・有）

（適用を受ける場合は、 若年性認知症人居者受入加算 （無・有）

市区町村から交付され 医療機関連携加算 （無・有）

る「介護保険負担割合
口腔衛生管理体制加算 （無・有）

栄養スクリーニング加算 （無・有）
証」に記載された利用

認知症専門ケア加算
（無． (I) 

者負担の割合に応じた 有） (II) 

額）※13 (I)イ

（無． (I) ロ
サービス提供体制強化加算

有） (II) 

(III) 

ー

介護職員処遇改善加算 、眉'’’

無
有
（
 

II 
m
-
W
-
V
 

介護職員等特定処遇改善加算 I（無・有）
ー

II 

短期利用の設定（短期

利用特定施設入居者生，
無

活介護の届出がある）
•有

※14 

※13 月額は、個別機能訓紬加算、夜間看護体制加算、医療機関連携加算、認知症専門ケア加算、サ

ービス提供体制強化加籐及び介護職員処遇改善加算を含めて記入する。

※14 短期利用特定施設入居者生活介護の届出がある場合には添付書類の別添2を添付する。

0添付書類：別紙2 「介護サーービス等の一覧表」



別添 1 サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービス等の一覧表

特定施設入居者生活介護（介護予防を含む）の指定 （有・無）

区 分 自立 要支援 1~2  要介護1~5 

提供サービスの別 利用料金に含まれる 1 その都度徴収するサービス
サービス 1 

1特定施設入有詩t生活介
緩1こより提供される
サービス、又は、利用 その都度徴収するサービス
料金1こ含まれるサーピ ， 
Iマ

サービスの提供内容等

1介護サービス

①巡回 ］ ， 
―`.、•-- -―”一

・昼問 9時ー～ 17時45含 有・無 1日一回以上 •- t • i _ 
戸—+, -- -.  --- - -~_,  

・夜間 時～時＿ 有・無
•- - ?-- -•ーー ---―-i ----- --— ---- -: 

②食事介助 有・無 ！ i i l 
③排泄 --- - __ _―  _ ロ-—- -- -― □_.…—+ -- -—ーニ、一―—□― -:ロ-ニ
・排泄介助ー 有・無

~~ •• ••• /^..、

I動／ ロー ロ・ー／―-ロ

こ三］ーロ□~□ ／口□／口□
言こ入院中の］疇ーー／□□ ＿□」.-—-—-二三」口 □▼ ニニ
［：：：：ーピス ～□：::II・ 
5 その他サービス
食事サービス

提供方法（回数等） 提供方法（回数等） I金額（単価）

介護予防特定施設入居者：

彗翌貯姜閂四麟 その都度徴収するサービス

料金に含まれるサービスI

提供方法（回数等） ＇提供方法（回数等） ：金額（単価） 提供方法 1回数等） 提供方法 1回数等） l金額（単価）

一． 
： 

| I 
一 ~ -i-

l 

有・無』 ,,9阻食10面、柱夕食800円 左記参照 II Jl 注））自立・要支援1~2.要介詭1~5を区分した場合は8区分となるが、提供サーヒフ 適宜、投数の区分をまとめることとして差し支えない。
注2) 「提供サービスの別」の「利用料金」とは、前払金および月額利用料を指す。なお、特定施設入居者生活介殺（介淡予防を含む）の指定を受けていない揚合は、要支援▲要介設の欄は、 「利用料金に含まれるサーピスJとすること。
注3)各サービスごとに提供方法（回数等）及び金額（災用負担等）を明示すること。
注4）上品のサーピス項目以外1こ、サーどス提供の状況等に応じ｀適宜、項目の順序の変更、項目の追加等を行って差し支えない。
注5) 「その他サーピス」梱は、上記以外のサービスを必要に応じて記入すること。


